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令和３年（行ヒ）第２６０号 消費税更正処分等取消請求事件 

令和５年３月６日 第一小法廷判決 

 

            主     文 

       原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 

       前項の部分につき被上告人の控訴を棄却する。 

       控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。 

            理     由 

 上告代理人武笠圭志ほかの上告受理申立て理由について 

１ 本件は、不動産の買取再販売等を行う株式会社である被上告人が、平成２５

年１月１日から同年１２月３１日まで、同２６年１月１日から同年１２月３１日ま

で及び同２７年１月１日から同年１２月３１日までの各課税期間（以下「本件各課

税期間」という。）において、転売目的で、全部又は一部が住宅として賃貸されて

いる建物の購入（以下「本件各課税仕入れ」という。）をし、これに係る消費税額

の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除して消費税及び地方

消費税（以下「消費税等」という。）の確定申告（以下「本件各申告」という。）

をするなどしたところ、日本橋税務署長から、その全額を控除することはできない

として更正処分（以下「本件各更正処分」という。）及び過少申告加算税の賦課決

定処分（以下「本件各賦課決定処分」という。）を受けるなどしたことから、上告

人を相手に、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の

取消し等を求める事案である。 

２ 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。 

 消費税法（平成２６年３月３１日以前に行った課税仕入れについては同２４

年法律第６８号２条による改正前のもの、同２６年４月１日から同２７年９月３０

日までに行った課税仕入れについては同年法律第９号による改正前のもの、同年１

０月１日以降にした課税仕入れについては同２４年法律第６８号３条による改正前
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のもの。以下同じ。）３０条１項１号は、事業者が国内において行う課税仕入れに

ついては、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費

税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額を控除

する旨を規定する。同条２項１号は、当該課税期間における課税売上高が５億円を

超える場合又は当該課税期間における課税売上割合が１００分の９５に満たない場

合において、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れにつき、課税資産の

譲渡等にのみ要するもの（以下「課税対応課税仕入れ」という。）、課税資産の譲

渡等以外の資産の譲渡等（以下「その他の資産の譲渡等」という。）にのみ要する

もの（以下「非課税対応課税仕入れ」という。）及び課税資産の譲渡等とその他の

資産の譲渡等に共通して要するもの（以下「共通対応課税仕入れ」という。）の区

分（以下「用途区分」という。）が明らかにされているときは、控除する課税仕入

れに係る消費税額（以下「控除対象仕入税額」という。）は、同条１項の規定にか

かわらず、課税対応課税仕入れに係る消費税額に、共通対応課税仕入れに係る消費

税額に課税売上割合を乗じて計算した金額を加算する方法（以下「個別対応方式」

という。）により計算した金額とする旨を規定する。 

 被上告人は、本件各課税期間において、事業として、転売目的で、全部又は

一部が住宅として賃貸されている建物合計３４４物件（以下「本件各建物」とい

う。）を購入した（本件各課税仕入れ）。 

被上告人は、本件各課税期間の消費税等について、個別対応方式により、本件各

課税仕入れが課税対応課税仕入れに区分されることを前提に、本件各課税仕入れに

係る消費税額の全額を控除対象仕入税額として本件各申告をした。これに対し、日

本橋税務署長は、平成２９年７月３１日付けで、本件各課税仕入れは、課税資産の

譲渡等である建物の転売のみならず、その他の資産の譲渡等である住宅の貸付けに

も要するものであるから、共通対応課税仕入れに区分されるべきであり、控除対象

仕入税額は、上記消費税額の全額ではなく、これに課税売上割合を乗じて計算した

金額となるなどとして、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分をした。 
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 平成元年に作成された税務当局の部内資料等には、課税対応課税仕入れとは

「直接、間接を問わず、また、実際に使用する時期の前後を問わず、その対価の額

が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等である」との記載

や、土地の賃貸収入がある場合でも分譲用のマンションの建設計画に基づいて土地

の所有権を取得していることが明らかであるときは取得の際に支払った仲介手数料

は課税対応課税仕入れに該当する旨の記載があり、同年に発行された税務当局関係

者が編者である公刊物等には、販売の目的で取得した土地の造成費は一時的に自社

の資材置場として使用しているとしても非課税対応課税仕入れになる旨の記載があ

る。また、税務当局は、平成７年頃、関係機関からの照会に対し、仮に一時的に賃

貸用に供されるとしても、継続して棚卸資産として処理し、将来的には全て分譲す

ることとしている住宅の購入については、課税対応課税仕入れに該当するものとし

て取り扱って差し支えない旨の回答をし、同９年頃、関係機関からの照会に対し、

賃借人が居住している状態でマンションを購入した場合でも、転売目的で購入した

ことが明らかであれば、課税対応課税仕入れに該当する旨の回答をした。 

他方、平成１７年以降、税務当局の職員が執筆した公刊物等において、事業者の

最終的な目的は中古マンションの転売であっても、転売までの間に非課税売上げで

ある家賃が発生する場合には、中古マンションの購入は共通対応課税仕入れに該当

する旨の見解が示され、また、本件各申告当時に公表されていた複数の国税不服審

判所の裁決例及び下級審の裁判例において、本件各課税仕入れと同様の建物の取得

の用途区分につき、上記と同様の見解に基づく税務当局側の主張が採用されていた。 

３ 原審は、上記事実関係等の下において、本件各建物は転売まで住宅として賃

貸されることが見込まれていたから、本件各課税仕入れは、個別対応方式による用

途区分において共通対応課税仕入れに区分されるべきであり、本件各更正処分は適

法であるなどとした上で、要旨次のとおり判断し、本件各賦課決定処分は違法であ

るとして、その取消請求を認容した。 

税務当局は、平成元年当時、主たる目的又は最終的な使用目的を考慮して用途区
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分を判定していたとも理解され得るところ、同９年頃、本件各課税仕入れと同様の

課税仕入れを転売目的に着目して課税対応課税仕入れに区分したことがあり、その

後、同１７年頃までに上記の見解を変更したことがうかがわれるから、従来の見解

を変更したことを納税者に周知するなど、これが定着するよう必要な措置を講ずる

のが相当であったのに、そのような措置を講じているとは認められない。このよう

な税務当局の対応や、これを根拠とする紛争が継続している事情の下では、本件各

申告において、被上告人が、転売を目的とする本件各課税仕入れを課税対応課税仕

入れに区分した上で控除対象仕入税額の計算をしたことには、国税通則法（平成２

８年法律第１５号による改正前のもの。以下同じ。）６５条４項にいう「正当な理

由」がある。 

４ しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次

のとおりである。 

 国税通則法６５条４項にいう「正当な理由があると認められる」場合とは、

真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、当初から適法に申

告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに過少申告

による納税義務違反の発生を防止して適正な申告納税の実現を図るという過少申告

加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は

酷になる場合をいうものと解するのが相当である（最高裁平成１７年（行ヒ）第９

号同１８年４月２０日第一小法廷判決・民集６０巻４号１６１１頁参照）。 

 前記事実関係等によれば、税務当局は、遅くとも平成１７年以降、本件各課

税仕入れと同様の課税仕入れを、当該建物が住宅として賃貸されること（その他の

資産の譲渡等に対応すること）に着目して共通対応課税仕入れに区分すべきである

との見解を採っており、そのことは、本件各申告当時、税務当局の職員が執筆した

公刊物や、公表されている国税不服審判所の裁決例及び下級審の裁判例を通じて、

一般の納税者も知り得たものということができる。他方、それ以前に税務当局が作

成した部内資料や税務当局関係者が編者である公刊物及び平成７年頃の関係機関か
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らの照会に対する回答には、事業者の目的に着目して用途区分を判定していたとも

理解され得る記載等があるものの、これらは、本件各課税仕入れと同様の課税仕入

れに直接言及するものでなく、その趣旨や前提となる事実関係が明らかでないな

ど、必ずしも上記見解と矛盾するものとはいえない。また、税務当局は、平成９年

頃、関係機関からの照会に対し、本件各課税仕入れと同様の課税仕入れを課税対応

課税仕入れに区分すべき旨の回答をしているが、このことから、直ちに、税務当局

が一般的に当該課税仕入れを事業者の目的に着目して課税対応課税仕入れに区分す

る取扱いをしていたものということはできないし、上記回答が公表されるなどした

との事情もうかがわれない。 

そうすると、平成１７年以降、税務当局が、本件各課税仕入れと同様の課税仕入

れを当該建物が住宅として賃貸されることに着目して共通対応課税仕入れに区分す

る取扱いを周知するなどの積極的な措置を講じていないとしても、事業者として

は、上記取扱いがされる可能性を認識してしかるべきであったということができ

る。 

そして、上記取扱いは消費税法３０条２項１号の文理等に照らして自然であると

いえ、本件各申告当時、本件各課税仕入れと同様の課税仕入れを事業者の目的に着

目して課税対応課税仕入れに区分すべきものとした裁判例等があったともうかがわ

れないこと等をも考慮すれば、被上告人が本件各申告において本件各課税仕入れを

課税対応課税仕入れに区分して控除対象仕入税額の計算をしたことにつき、真に納

税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に

照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるという

ことはできない。 

 以上によれば、本件各申告において、被上告人が本件各課税仕入れに係る消

費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除したことにつ

き、国税通則法６５条４項にいう「正当な理由」があると認めることはできない。 

５ 以上と異なる原審の前記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令
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の違反がある。論旨は理由があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そ

して、以上に説示したところによれば、本件各賦課決定処分の取消請求は理由がな

く、これを棄却した第１審判決は正当であるから、同部分につき被上告人の控訴を

棄却すべきである。 

 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 

(裁判長裁判官 安浪亮介 裁判官 山口 厚 裁判官 深山卓也 裁判官   

岡 正晶 裁判官 堺  徹) 

 


